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午前１０時００分 開会

○岡 田議 長 こ れよ り 令和８ 年米 子市 議会５ 月臨 時会を 開会 いた

します。

直ちに本日の会議を開きます。

日程に先立ち、諸般の報告をいたします。

稲 田議 員は、 本日 の 会議は 欠席 であ ります ので 、御了 承願 いま

す。

次 に、 地方自 治法 第 １２１ 条の 規定 により 、本 日の会 議に 説明

のた め出 席を求 めた 者 の職氏 名は 、報 告書の とお り御了 承願 いま

す。

な お、 本日の 議事 日 程は、 配付 して おりま す日 程書の とお り行

いたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～

第１ 会議録署名議員の指名

○岡 田議 長 そ れで は 、日程 第１ 、会 議録署 名議 員の指 名を 行い

ます。

会 議録 署名議 員は 、 会議規 則第 １２ ５条の 規定 により 、徳 田議

員及び松田議員を指名いたします。

～～～～～～～～～～～～～～～

第２ 会期の決定

○岡田議長 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。

お 諮り いたし ます 。 本臨時 会の 会期 は、本 日１ 日限り とい たし

たいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕



○岡 田議 長 御 異議 な しと認 めま す。 よって 、会 期は、 本日 １日

限りと決定いたしました。

～～～～～～～～～～～～～～～

第３ 議案第６１号～議案第６５号

○岡 田議 長 次 に、 日 程第３ 、議 案第 ６１号 から 第６５ 号ま での

５件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

伊木市長。

○伊 木市 長（登 壇） ただい ま御 上程 をいた だき ました 議案 第６

１号 から 議案第 ６５ 号 までの ５議 案に つきま して 御説明 をい たし

ます。

初 めに 、議案 第６ １ 号、米 子市 市税 条例の 一部 を改正 する 条例

の制 定に ついて は、 地 方税法 の一 部改 正に伴 う所 要の整 備の ため、

地方 自治 法第１ ７９ 条 第１項 の規 定に より専 決処 分を行 った もの

でございます。

次 に、 議案第 ６２ 号 、工事 請負 契約 の締結 につ いての 議決 の一

部変 更に ついて は、 米 子市立 学校 施設 照明Ｌ ＥＤ 化業務 に係 る施

工業 務に つきま して 、 施工内 容の 変更 などに より 契約金 額を 変更

するものでございます。

次 に、 議案第 ６３ 号 、財産 の取 得に ついて は、 市内の 小学 校に

おい て使 用する 学習 用 タブレ ット 端末 の更新 のた め、議 案書 の相

手方、取得価額などにより取得するものでございます。

次 に、 議案第 ６４ 号 、令和 ８年 度米 子市一 般会 計の第 ２回 の補

正予 算は 、事業 の実 施 状況に より 予算 措置が 必要 になっ たも のに

つい て、 所要の 経費 を 計上し てお りま す。以 下、 その概 要に つき



まして御説明いたします。

ま ず、 民生費 です が 、障が い者 支援 事務費 は、 障害福 祉サ ービ

ス等 報酬 改定に 対応 す るため 、シ ステ ム改修 を行 うもの でご ざい

ます 。介 護保険 事業 特 別会計 繰出 金は 、介護 保険 事業に おけ るシ

ステ ム改 修に伴 い、 一 般会計 負担 分を 繰り出 すも のでご ざい ます。

次 に、 教育費 です が 、小学 校施 設照 明ＬＥ Ｄ化 事業及 び中 学校

施設 照明 ＬＥＤ 化事 業 は、令 和７ 年度 に実施 した 学校施 設照 明Ｌ

ＥＤ 化業 務に係 る施 工 業務委 託に おい て、施 工内 容の変 更な どに

より 委託 金額の 増額 が 必要と なっ たこ とに伴 い、 所要の 事業 費を

措置するものでございます。

以 上、 一般会 計の 第 ２回の 補正 予算 につき まし て御説 明い たし

まし たが 、この 補正 予 算の財 源と しま しては 、市 税や国 庫支 出金

などにより収支の均衡を図っております。

次 に、 議案第 ６５ 号 、令和 ８年 度米 子市介 護保 険事業 特別 会計

の第 １回 の補正 予算 は 、介護 保険 の制 度改正 に対 応する ため シス

テム改修を行うものでございます。

な お、 各補正 予算 の 詳細に つき まし ては、 補正 予算説 明書 を御

参照いただきたいと存じます。

以 上、 各議案 につ い て御説 明い たし ました 。御 審議を よろ しく

お願いいたします。

○岡田議長 これより５件の議案に対する質疑に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 別にないものと認め、質疑を終結いたします。

た だい ま議題 とな っ ており ます ５件 の議案 につ いては 、配 付し

てお りま す付託 区分 表 のとお り、 それ ぞれ所 管の 常任委 員会 に付



託いたします。

委員会審査のため、暫時休憩いたします。

午前１０時０４分 休憩

午前１０時５４分 再開

○岡田議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

そ れで は、議 案第 ６ １号か ら第 ６５ 号まで の５ 件につ いて 、各

委員会の審査報告を求めます。

初めに、松田民生教育委員長。

○松田議員（登壇） 民生教育委員会の審査報告をいたします。

当 委員 会に付 託さ れ ました 議案 ３件 につい て、 休憩中 に委 員会

を開き、審査いたしましたので、その結果を報告いたします。

議 案第 ６１号 、専 決 処分に つい て（ 米子市 市税 条例の 一部 を改

正す る条 例の制 定に つ いて） 、議 案第 ６２号 、工 事請負 契約 の締

結に つい ての議 決の 一 部変更 につ いて 及び議 案第 ６３号 、財 産の

取得 につ いて、 以上 ３ 件の議 案に つい ては、 いず れも全 会一 致で、

それぞれ原案のとおり承認及び可決すべきものと決しました。

以上、民生教育委員会の審査報告を終わります。

○岡田議長 次に、渡辺予算決算委員長。

○渡辺議員（登壇） 予算決算委員会の審査報告をいたします。

当 委員 会に付 託さ れ ました 予算 関係 の議案 ２件 につい て、 休憩

中に 全体 会を開 き、 分 科会で の個 別審 査を経 て、 再度全 体会 を開

き、 採決 した結 果、 議 案第６ ４号 、令 和８年 度米 子市一 般会 計補

正予 算（ 補正第 ２回 ） 及び議 案第 ６５ 号、令 和８ 年度米 子市 介護

保険 事業 特別会 計補 正 予算（ 補正 第１ 回）、 以上 ２件の 議案 につ

きま して は、い ずれ も 全会一 致で 原案 のとお り可 決すべ きも のと



決しました。

以上で予算決算委員会の審査報告を終わります。

○岡田議長 以上で委員長の報告は終わりました。

それでは、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 別にないものと認め、質疑を終結いたします。

これより５件の議案について討論に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 別にないものと認め、討論を終結いたします。

こ れよ り議案 第６ １ 号から 第６ ５号 まで、 以上 ５件を 一括 して

採決いたします。

５ 件に 対する 委員 長 の報告 は、 いず れも原 案承 認及び 原案 可決

であります。

５ 件の 議案に つい て 、原案 のと おり 承認及 び可 決する こと に御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡 田議 長 御 異議 な しと認 めま す。 よって 、５ 件の議 案は 、い

ずれも原案のとおり承認及び可決されました。

以上で本臨時会に付議された事件は全て議了いたしました。

こ れを もちま して 令 和８年 米子 市議 会５月 臨時 会を閉 会い たし

ます。

午前１０時５８分 閉会


